






























































〔No.49〕 ｢道路運送車両の保安基準｣及び｢道路運送車両の保安基準の細目を定める告示｣に照らし,

自動車(乗車定員が5人の小型四輪乗用自動車であって,最高速度が 100km/hの自動車)の

乗車装置,乗降口の基準に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか｡

(1) 自動車の座席,座席ベル ト,第 22条の4に規定する頭部後傾抑止装置,年少者用補助乗車装

置,天井張り,内張りその他の運転者室及び客室の内装には,告示で定める基準に適合する難燃性

の材料を使用しなければならない｡

(2)運転者室及び客室には,乗降口を設けなければならない｡この場合において,客室の乗降口のう

ち 1個は,左側面以外の面に設けなければならない｡

(3) 自動車の運転者室及び客室は,必要な換気を得られる構造でなければならない｡

(4) 専ら乗用の用に供する自動車のインス トルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方

に設けられる計器類等の取付装置をいう｡)は,当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合におい

て,乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものとして,乗車人員の保護に係る性

能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない｡

〔No.50〕 ｢道路運送車両の保安基準｣及び｢道路運送車両の保安基準の細目を定める告示｣に照らし,

小型四輪自動車に備える非常信号用具の基準に関する記述として,不適切なものは次のうち

どれか｡

(1) 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること｡

(2) 自発光式,又は反射式のものであること｡

(3) 使用に便利な場所に備えられたものであること｡

(4) 振動,衝撃等により,損傷を生じ 又は作動するものでないこと｡

- 32- ◇Ml(339-32)


